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出
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村
立
公
民
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を
政
党
又
は
政
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に
貸
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出
す
事
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
福
田
昭
夫
君
提
出
市
町
村
立
公
民
館
を
政
党
又
は
政
治
家
に
貸
し
出
す
事
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
公
民
館
の
政
治
的
中
立
性
を

確
保
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
特
定
の
政
党
に
特
に
有
利
又
は
不
利
な
条
件
で
利
用
さ
せ
る
こ

と
や
、
特
定
の
政
党
に
偏
っ
て
利
用
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
公
民
館
を
政
党
又
は
政
治
家
に
利
用
さ
せ
る
こ

と
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。


